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3
月
末
に
申
請
書
を
世
帯
主
あ
て
に
送

付
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
手
続
き
が
お
済
み
で

な
い
人
は
、期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
�

◆
申
請
期
限
�

　
平
成
21
年
10
月
6
日
（
火
）
�

　
当
日
消
印
有
効
�

　
期
限
ま
で
に
申
請
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
�

　
場
合
、受
給
を
辞
退
し
た
こ
と
と
み
な
�

　
し
ま
す
。
�

◆
受
付
場
所
�

　
市
役
所
西
館
第
4
会
議
室�

　
ま
た
は
各
支
所
窓
口�

◆
問
い
合
わ
せ�

　
総
務
課
　
定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援�

　
特
別
手
当
対
策
本
部�

　
☎
73
・
3
0
2
8

集 団 検 診 の 日 程 �

案内通知をよく読んで受診してください。�
がん検診の事前申し込みをしていない人で、検診を希望する対象者の人は当日検診会場まで直接お越しください。�

※7月16日（木）高瀬町環境改善センターでは検診を行いませんので、ご注意ください。�

※集団検診のお知らせは、市ホームページにも掲載しています。�

7月15日（水）�

17日（金）�

21日（火）�

22日（水）�

23日（木）�

24日（金）�

27日（月）�

月 日 � 場 所 �

高瀬町農村�
環境改善セ�
ンター�

受付時間 8：30 ～11：30�
（胃がんは 8：30～11：00）�

　　・（特定）健康診査�

　　・生活機能検診�

　　・前立腺がん検診�

　　・肝炎ウイルス検診�

　　・結核・肺がん検診�

　　・大腸がん検診�

　　・胃がん検診�

受付時間および検診項目�

8月3日（月）�

4日（火）�

5日（水）�

6日（木）�

7日（金）�

月 日 � 場 所 �

三野町保健�
センター�

受付時間 8：30 ～11：30�
（胃がんは 8：30～11：00）�

　　・（特定）健康診査�

　　・生活機能検診�

　　・前立腺がん検診�

　　・肝炎ウイルス検診�

　　・結核・肺がん検診�

　　・大腸がん検診�

　　・胃がん検診�

受付時間および検診項目�

問い合わせ　健康課　☎73ー3014

 

日
常
生
活
の
快
適
さ
を
損
な
う
、
騒
音
か

ら
生
活
環
境
を
守
る
た
め
、
騒
音
規
制
法

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
に
基
づ
く
、

規
制
地
域
の
指
定
と
規
制
基
準
の
設
定
は

県
が
行
い
ま
す
。�

　
今
回
、
平
成
9
年
以
来
十
余
年
ぶ
り
に

規
制
地
域
の
見
直
し
等
が
行
わ
れ
、
平
成

21
年
7
月
1
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。�

新
た
に
規
制
す
る
地
域�

　
高
瀬
町
の
一
部
、
山
本
町
の
全
域
、
詫

間
町
の
一
部
、
財
田
町
の
全
域
が
新
た
に

指
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
島
し
ょ
部
を
除

く
三
豊
市
全
域
が
騒
音
規
制
法
の
規
制
地

域
と
な
り
ま
す
。�

騒
音
規
制
法
の
対
象�

　
発
生
源
別
に
特
定
施
設
を
設
置
す
る
工

場
お
よ
び
事
業
場
、 

特
定
建
設
作
業
、
自

動
車
騒
音
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。�

※
特
定
施
設
・
特
定
建
設
作
業
の
種
類
お
よ

び
区
域
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
特
定
施
設
を
設
置
す
る
工
場
、
事
業
場�

　
特
定
施
設
を
設
置
す
る
（
し
て
い
る
）

者
は
、
市
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
次
に

掲
げ
る
規
制
基
準
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。�

②
特
定
建
設
作
業�

　
特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
を
施

行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
に
届
け
出
る

と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
た
規
制
基
準
を
守

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

③
自
動
車
騒
音�

　
自
動
車
騒
音
が
基
準
を
超
え
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
り
道
路
周
辺
の
生
活
環
境
が
著

し
く
損
な
わ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
、

市
長
は
公
安
委
員
会
や
道
路
管
理
者
に
騒

音
を
低
減
す
る
措
置
を
と
る
よ
う
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

▼
問
い
合
わ
せ�

　
環
境
衛
生
課
　
☎
73
・
3
0
0
7

特定工場等の騒音に関する規制基準（単位：デシベル）�

第 1 種 区 域 �

第 2 種 区 域 �

第 3 種 区 域 �

第 4 種 区 域 �

5 0 �

5 5 �

6 5 �

7 0

4 5 �

5 0 �

6 0 �

6 5

4 0 �

4 5 �

5 0 �

6 0

昼間�
8:00～19:00

夜間�
22:00～6:00

　　朝・夕 �
  6 : 00 ～ 8 : 00�
19:00～22:00区域�

時間�

特定建設作業の騒音に関する規制基準�

10時間を越えない�

連続6日を越えない�

日曜その他の休日�

14時間を越えない�

85デシベルを越えない�

区 　 域 � 第 1 号 � 第 2 号 �

22：00～6：0019：00～7：00

騒 音 の 大 き さ �

作 業 禁 止 時 間 �

1日あたりの作業時間�

作 業 期 間 �

作 業 禁 止 日 �

感
染
を
防
ぐ
に
は
�

＊
手
を
よ
く
洗
う
�

＊
調
理
器
具
は
、
熱
湯
や
塩
素
系
�

　
漂
白
剤
で
消
毒
を
す
る
�

＊
食
品
は
し
っ
か
り
火
を
通
す
�

 
国
民
年
金
（
短
期
年
金
）
を
受
給
し
て
い
る

人
に
、「
所
得
状
況
届
」
が
社
会
保
険
庁
か
ら

送
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
所
得
状
況
届
」
に
よ
り
、

毎
年
所
得
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
必
要
事
項

を
記
入
し
、
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。�

【
届
出
対
象
者
】�

　
20
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
等
に
よ
る

障
害
基
礎
年
金
や
障
害
福
祉
年
金
か
ら
の
裁
定

替
え
に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
中
の
人
と
、

母
子
（
準
母
子
）
福
祉
年
金
か
ら
の
裁
定
替
え

に
よ
り
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
中
の
人
で
す
。

（
年
金
コ
ー
ド
が
6
3
5
0
・
2
6
5
0
・
2
7
5
0
・

2
8
5
0
の
人
）�

※
所
得
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
年
金

の
支
給
が
一
時
停
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
収
入
の
な
い
受
給
者
も
必
ず
申
告

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。�

※
平
成
21
年
1
月
2
日
以
降
に
住
所
変
更

を
さ
れ
た
年
金
受
給
者
は
、
平
成
21
年
1

月
1
日
に
住
民
登
録
を
さ
れ
て
い
た
市
町

村
で
平
成
21
年
度
課
税
証
明
書
（
平
成
20

年
分
所
得
）
の
交
付
を
受
け
て
、「
所
得
状

況
届
」
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。�

▼
問
い
合
わ
せ
　

市
民
課
　

☎

73
・
3
0
0
5
�

香
川
社
会
保
険
事
務
局
善
通
寺
事
務
所
年
金
�

給
付
課
　
☎
0
8
7
7
（
6
2
）
1
6
6
1


